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                                              総社市長  片 岡  聡 一 

 

総社市規則第２７号 

 

総社市介護保険条例施行規則の一部を改正する規則 

 

総社市介護保険条例施行規則（平成１７年総社市規則第８１号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄中条及び号の表示に下線が引かれた条及び号（以下「移動条号」という。）に対応する同表の改正後の欄中条及び号の表示に下線が

引かれた条及び号（以下「移動後条号」という。）が存在する場合には，当該移動条号を当該移動後条号とし，移動条号に対応する移動後条号が存在しな

い場合には，当該移動条号（以下「削除号」という。）を削り，移動後条号に対応する移動条号が存在しない場合には，当該移動後条号（以下「追加条」

という。）を加える。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（号の表示及び削除号並びに様式の表示を除く。以下「改正部分」という。）に対応する同表の改正後の欄中

下線が引かれた部分（号の表示及び追加条並びに様式の表示を除く。以下「改正後部分」という。）が存在する場合には，当該改正部分を当該改正後部分

に改め，改正部分に対応する改正後部分が存在しない場合には，当該改正部分を削り，改正後部分に対応する改正部分が存在しない場合には，当該改正後

部分を加える。 

次の表の改正前の欄中様式の表示に下線が引かれた様式（以下「移動様式」という。）を当該移動様式に対応する同表の改正後の欄中様式の表示に下線

が引かれた様式とする。 

 

改 正 後 改 正 前 

 

（被保険者証等の再交付） 

第１３条 被保険者は，被保険者証，負担割合証，介護保険受給資格証明書

又は介護保険資格者証（以下「被保険者証等」という。）の再交付を申請

する場合は，介護保険被保険者証等再交付申請書に被保険者証等の亡失の

日時及び場所を記載し，市長が必要と認める書類を添付して提出しなけれ

ばならない。 

（特例居宅介護サービス費の額） 

第１４条 法第４２条第３項の規定による特例居宅介護サービス費の額は，

当該居宅サービス又はこれに相当するサービスについて法第４１条第４

項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額（その額が現

に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用（特定福祉

 

（被保険者証等の再交付） 

第１３条 被保険者は，被保険者証，介護保険受給資格証明書又は介護保険

資格者証（以下「被保険者証等」という。）の再交付を申請する場合は，

介護保険被保険者証等再交付申請書に被保険者証等の亡失の日時及び場

所を記載し，市長が必要と認める書類を添付して提出しなければならな

い。 

（特例居宅介護サービス費の額） 

第１４条 法第４２条第３項の規定による特例居宅介護サービス費の額は，

当該居宅サービス又はこれに相当するサービスについて法第４１条第４

項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額（その額が現

に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用（特定福祉



改 正 後 改 正 前 

用具の購入に要した費用を除き，通所介護，通所リハビリテーション，短

期入所生活介護，短期入所療養介護及び特定施設入居者生活介護並びにこ

れらに相当するサービスに要した費用については，食事の提供に要する費

用，滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として介護保険法施

行規則（平成１１年厚生省令第３６号。以下「省令」という。）第６１条

で定める費用を除く。）の額を超えるときは，当該現に居宅サービス又は

これに相当するサービスに要した費用の額とする。）の１００分の９０に

相当する額とする。ただし，法第４９条の２の規定の適用を受ける者につ

いては，１００分の８０に相当する額とする。 

（特例特定入所者介護サービス費の額） 

第１４条の２ 法第５１条の４第２項の規定による特例特定入所者介護サ

ービス費の額は，当該食事の提供に要した費用について食費の基準費用額

から食費の負担限度額を控除した額及び当該居住等に要した費用につい

て居住費の基準費用額から居住費の負担限度額を控除した額の合計額と

する。 

（特例居宅介護サービス計画費の額） 

第１５条 法第４７条第３項の規定による特例居宅介護サービス計画費の

額は，当該居宅介護支援又はこれに相当するサービスについて法第４６条

第２項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額（その額が現

に当該居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超

えるときは，当該現に居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した

費用の額とする。）とする。 

（特例施設介護サービス費の額） 

第１６条 法第４９条第２項の規定による特例施設介護サービス費の額は，

当該施設サービスについて法第４８条第２項の厚生労働大臣が定める基

準により算定した費用の額（その額が現に当該施設サービスに要した費用

（食事の提供に要する費用，居住に要する費用その他の日常生活に要する

費用として省令第７９条で定める費用を除く。）の額を超えるときは，当

該現に施設サービスに要した費用の額とする。）の１００分の９０に相当

する額とする。ただし，法第４９条の２の規定の適用を受ける者について

は，１００分の８０に相当する額とする。 

 

 

用具の購入に要した費用を除き，通所介護，通所リハビリテーション，短

期入所生活介護，短期入所療養介護及び特定施設入所者生活介護並びにこ

れらに相当するサービスに要した費用については，日常生活に要する費用

として介護保険法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号。以下「省令」

という。）第６１条で定める費用を除く。）の額を超えるときは，当該現

に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。）

の１００分の９０に相当する額とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（特例居宅介護サービス計画費の額） 

第１５条 法第４７条第２項の規定による特例居宅介護サービス計画費の

額は，当該居宅支援又はこれに相当するサービスについて法第４６条第２

項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額（その額が現に当

該居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超える

ときは，当該現に居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用

の額とする。）に相当する額とする。 

（特例施設介護サービス費の額） 

第１６条 法第４９条第２項の規定による特例施設介護サービス費の額は，

当該施設サービス（食事の提供を除く。）について法第４８条第２項第１

号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額（その額が現に当

該施設サービスに要した費用（日常生活に要する費用として省令第７９条

で定める費用を除く。）の額を超えるときは，当該現に施設サービスに要

した費用の額とする。）の１００分の９０に相当する額及び当該食事の提

供について同項第２号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用

の額（その額が現に当該食事の提供に要した費用の額を超えるときは，当

該現に食事の提供に要した費用の額とする。）から標準負担額を控除した

額の合計額とする。 
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（特例介護予防サービス費の額） 

第１７条 法第５４条第３項の規定による特例介護予防サービス費の額は，

当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスについて法第５３条

第２項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額（その額

が現に当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用

（特定介護予防福祉用具の購入に要した費用を除き，介護予防通所介護，

介護予防通所リハビリテーション，介護予防短期入所生活介護，介護予防

短期入所療養介護及び介護予防特定施設入居者生活介護並びにこれらに

相当するサービスに要した費用については，食事の提供に要する費用，滞

在に要する費用その他の日常生活に要する費用として省令第８４条で定

める費用を除く。）の額を超えるときは，当該現に介護予防サービス又は

これに相当するサービスに要した費用の額とする。）の１００分の９０に

相当する額とする。ただし，法第５９条の２の規定の適用を受ける者につ

いては，１００分の８０に相当する額とする。 

（特例特定入所者介護予防サービス費の額） 

第１７条の２ 法第６１条の４第２項の規定による特例特定入所者介護予

防サービス費の額は，当該食事の提供に要した費用について食費の基準費

用額から食費の負担限度額を控除した額及び当該滞在に要した費用につ

いて滞在費の基準費用額から滞在費の負担限度額を控除した額の合計額

とする。 

（特例介護予防サービス計画費の額） 

第１８条 法第５９条第３項の規定による特例介護予防サービス計画費の

額は，当該介護予防支援又はこれに相当するサービスについて法第５８条

第２項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額（その額が現

に当該介護予防支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超

えるときは，当該現に介護予防支援又はこれに相当するサービスに要した

費用の額とする。）とする。 

（特例地域密着型介護サービス費の額） 

第１８条の２ 法第４２条の３第２項の規定による特例地域密着型介護サ

ービス費の額は，当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに

ついて法第４２条の２第２項各号の厚生労働大臣が定める基準により算

定した費用の額（その額が現に当該地域密着型サービス又はこれに相当す

るサービスに要した費用（認知症対応型通所介護，小規模多機能型居宅介

（特例介護予防サービス費の額） 

第１７条 法第５４条第３項の規定による特例介護予防サービス費の額は，

当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスについて法第５３条

第２項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額（その額

が現に当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用

（特定介護予防福祉用具の購入に要した費用を除き，介護予防通所介護，

介護予防通所リハビリテーション，介護予防短期入所生活介護，介護予防

短期入所療養介護及び介護予防特定施設入所者生活介護並びにこれらに

相当するサービスに要した費用については，日常生活に要する費用として

省令第８４条に定める費用を除く。）の額を超えるときは，当該現に介護

予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。）の

１００分の９０に相当する額とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（特例介護予防サービス計画費の額） 

第１８条 法第５９条第２項の規定による特例介護予防サービス計画費の

額は，当該介護予防支援又はこれに相当するサービスについて法第５８条

第２項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額（その額が現

に当該介護予防支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超

えるときは，当該現に介護予防支援又はこれに相当するサービスに要した

費用の額とする。）に相当する額とする。 

（特例地域密着型サービス費の額） 

第１８条の２ 法第４２条の３第２項の規定による特例地域密着型介護サ

ービス費の額は，当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに

ついて法第４２条の２第２項各号の厚生労働大臣が定める基準により算

定した費用の額（その額が現に当該地域密着型サービス又はこれに相当す

るサービスに要した費用（認知症対応型通所介護，小規模多機能型居宅介
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護，認知症対応型共同生活介護，地域密着型特定施設入居者生活介護，地

域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護及び看護小規模多機能型居宅

介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については，食事の提

供に要する費用，居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として

省令第６５条の３で定める費用を除く。）の額を超えるときは，当該現に

地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とす

る。）の１００分の９０に相当する額とする。ただし，法第４９条の２の

規定の適用を受ける者については，１００分の８０に相当する額とする。 

（特例地域密着型介護予防サービス費の額） 

第１８条の３ 法第５４条の３第２項の規定による特例地域密着型介護予

防サービス費の額は，当該地域密着型介護予防サービス又はこれに相当す

るサービスについて法第５４条の２第２項各号の厚生労働大臣が定める

基準により算定した費用の額（その額が現に当該地域密着型介護予防サー

ビス又はこれに相当するサービスに要した費用（食事の提供に要する費用

その他の日常生活に要する費用として省令第８５条の３で定める費用を

除く。）の額を超えるときは，当該現に地域密着型介護予防サービス又は

これに相当するサービスに要した費用の額とする。）の１００分の９０に

相当する額とする。ただし，法第５９条の２の規定の適用を受ける者につ

いては，１００分の８０に相当する額とする。 

（居宅介護サービス費等の額の特例） 

第１９条 法第５０条の規定による災害その他の省令第８３条第１項に規

定する特別の事情等があることにより，居宅サービス（これに相当するサ

ービスを含む。），地域密着型サービス（これに相当するサービスを含む。）

若しくは施設サービス又は住宅改修に必要な費用を負担することが困難

であると認められる要介護被保険者が受ける法第４９条の２各号に掲げ

る介護給付の額については，１００分の９０を超え１００分の１００（同

条の規定の適用を受ける者については，１００分の８０を超え１００分の

１００）の範囲内において居宅介護サービス費等の額の特例（以下この条

において「特例」という。）として市長が別に定める。ただし，特例の適

用期間は，当該要介護認定の有効期間内とする。 

２～４ 略 

（介護予防サービス費等の額の特例） 

第２０条 法第６０条の規定による災害その他の省令第８３条第１項に規

護，認知症対応型共同生活介護，地域密着型特定施設入居者生活介護及び

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護並びにこれらに相当するサ

ービスに要した費用については，食事の提供に要する費用，居住に要する

費用その他の日常生活に要する費用として省令第６５条の３に定める費

用を除く。）の額を超えるときは，当該現に地域密着型サービス又はこれ

に相当するサービスに要した費用の額とする。）の１００分の９０に相当

する額とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（居宅介護サービス費等の額の特例） 

第１９条 法第５０条の規定による災害その他の省令第８３条第１項に規

定する特別の事情等があることにより，居宅サービス（これに相当するサ

ービスを含む。），地域密着型サービス（これに相当するサービスを含む。）

若しくは施設サービス又は住宅改修に必要な費用を負担することが困難

であると認められる要介護被保険者が受ける同条各号に掲げる介護給付

の額については，１００分の９０を超え１００分の１００の範囲内におい

て居宅介護サービス費等の額の特例（以下この条において「特例」という。）

として市長が別に定める。ただし，特例の適用期間は，当該要介護認定の

有効期間内とする。 

 

２～４ 略 

（介護予防サービス費等の額の特例） 

第２０条 法第６０条の規定による災害その他の省令第８３条第１項に規
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定する特別の事情等があることにより，介護予防サービス（これに相当す

るサービスを含む。），地域密着型介護予防サービス（これに相当するサ

ービスを含む。）又は住宅改修に必要な費用を負担することが困難である

と認められる居宅要支援被保険者が受ける法第５９条の２各号に掲げる

予防給付の額については，１００分の９０を超え１００分の１００（同条

の規定の適用を受ける者については，１００分の８０を超え１００分の１

００）の範囲内において介護予防サービス費等の額の特例（以下この条に

おいて「特例」という。）として市長が別に定める。ただし，特例の適用

期間は，当該要支援認定の有効期間内とする。 

２～４ 略 

 

（生活困窮者に係る減免の要件等） 

第２４条の２ 略 

２ 市長は，条例第７条第１項第５号に該当するものについては，保険料賦

課期日以後に賦課された条例第２条第１項第２号又は第３号に掲げる保

険料額と同項第１号に掲げる保険料額の差額を減額する。 

 

（介護保険料賦課・収納の様式） 

第２９条 次の各号に掲げる文書の様式は，当該各号に定めるところによ

る。 

(１) 介護保険料納入通知書 様式第４号 

(２) 略 

 

 

(３) 略 

(４) 略 

(５) 略 

(６) 略 

(７) 略 

(８) 略 

(９) 略 

(10) 略 

(11) 略 

定する特別の事情等があることにより，介護予防サービス（これに相当す

るサービスを含む。），地域密着型介護予防サービス（これに相当するサ

ービスを含む。）又は住宅改修に必要な費用を負担することが困難である

と認められる居宅要支援被保険者が受ける同条各号に掲げる予防給付の

額については，１００分の９０を超え１００分の１００の範囲内において

介護予防サービス費等の額の特例（以下この条において「特例」という。）

として市長が別に定める。ただし，特例の適用期間は，当該要支援認定の

有効期間内とする。 

 

２～４ 略 

 

（生活困窮者に係る減免の要件等） 

第２４条の２ 略 

２ 市長は，条例第７条第１項第５号に該当するものについては，保険料賦

課期日以後に賦課された条例第２条第２号又は第３号に掲げる保険料額

と同条第１号に掲げる保険料額の差額を減額する。 

 

（介護保険料賦課・収納の様式） 

第２９条 次の各号に掲げる文書の様式は，当該各号に定めるところによ

る。 

(１) 介護保険料納入通知書兼特別徴収開始（停止）通知書 様式第４号 

(２) 略 

(３) 介護保険料納入（変更）通知書兼特別徴収開始（停止）通知書 様式

第６号 

(４) 略 

(５) 略 

(６) 略 

(７) 略 

(８) 略 

(９) 略 

(10) 略 

(11) 略 

(12) 略 



改 正 後 改 正 前 

 

様式第１号（第１２条関係）  

（別紙のとおり） 

 

様式第４号（第２９条関係）  

（別紙のとおり） 

 

様式第５号（第２９条関係）  

（別紙のとおり） 

 

様式第６号 削除 

 

様式第３４号（第３１条関係）  

（別紙のとおり） 

 

 

様式第１号（第１２条関係） 略 

 

 

様式第４号（第２９条関係） 略 

 

 

様式第５号（第２９条関係） 略 

 

 

様式第６号（第２９条関係） 略 

 

様式第３４号（第３１条関係） 略 

 

 

 

附 則 

この規則は，平成２７年７月１日から施行する。 



様式第１号(第１２条関係) 

介 護 保 険 資 格 者 証 

有 効 期 限  
  

被

保

険

者

 

番 号 
  

住 所 

  

フ リ ガ ナ   

氏 名 

  

生 年 月 日 

  

性別 

  

 交付年月日 
  

 要介護状態区分等 
  

 認定年月日 

（事業対象者の場合は、基本

チェックリスト実施日） 

  

 認定の有効期間 
  

 居宅サービス等 

区 分 支 給 限 度 基 準 額 

  

(うち種類支給限度額) 

サービスの種類 種類支給限度基準額 サービスの種類 種類支給限度基準額 

        

        

        

        

 認定審査会の意見

及びサービスの

種類指定 

  

 給付制限 

内 容 期 間 

  開始年月日 

終了年月日 

  開始年月日 

終了年月日 

  開始年月日 

終了年月日 

居宅介護支援事業者若

しくは介護予防支援事

業者及びその事業所の

名称又は地域包括支援

センターの名称 

届出年月日 

届出年月日 

届出年月日 

介護保険施設等 

種 類   入所等年月日 

名 称   退所等年月日 

種 類   入所等年月日 

名 称   退所等年月日 

 保険者番号並びに

保険者の名称及び印 

  

                

総社市  印              

(裏) 

注意事項 



様式第４号(第２９条関係) 

年  月  日 

 

        様 

 

総社市長          印     

     年度 

介護保険料納入通知書(兼 特別徴収開始(停止・決定)通知書) 

以下の通り決定しましたので通知します。 

被保険者番号   世帯番号    決 定 理 由   

被保険者氏名   徴 収 方 法   

特別徴収義務者   

生 年 月 日   性別   特別徴収対象年金   

下記に記載のある方は口座振替による納付です。 

金 融 機 関    

年間保険料 円  

口 座 種 別   

口 座 番 号   

翌年度4月・6月・8月の特別徴収仮徴収の期別額は

本年度2月の特別徴収額と同額の予定です。 

口 座 名 義 人   

【保険料額】 

月 特別徴収(円) 期別 普通徴収(円) 

普 通 徴 収 の 場 合 の

納 期 限 

  

4 月         

5 月         

6 月         

7 月         

8 月         

9 月         

10月         

11月         

12月         

1 月         

2 月         

3 月         

計   計   減免額 

円  合 計 額 円    

【保険料算定の根拠】                     【所得段階】 

前 年 の 合 計 所 得 金 額 円    
４

月

 

５

月

 

６

月

 

７

月

 

８

月

 

９

月

 

10

月

 

11

月

 

12

月

 

１

月

 

２

月

 

３

月

 前年の公的年金等収入額 円  

本 人 の 課 税 状 況                           

世 帯 の 課 税 状 況   

〈お問い合わせ先〉 

総社市役所 

老 齢 福 祉 年 金   

そ の 他 の 事 由   

 

〈不服の申立及び取消訴訟〉 



様式第５号(第２９条関係) 

年  月  日 

          様 

総社市長         印      

    年度(    年度分) 

介護保険料納入(変更)通知書(兼 特別徴収開始(停止・変更)通知書) 

(暫定期間中の介護保険料額を)以下の通り決定(変更)しましたので通知します。 

被保険者番号   世帯番号    決定(変更)理由   

被保険者指名   徴 収 方 法   

特別徴収義務者   

生 年 月 日   性別   特別徴収対象年金   

下記に記載のある方は口座振替による納付です。 

金 融 機 関    

年間保険料 円  

口 座 種 別   

口 座 番 号   

翌年度4月・6月・8月の特別徴収仮徴収の期別額は

本年度2月の特別徴収額と同額の予定です。 

口 座 名 義 人   

【保険料額】 

月 期 

決 定 額 変 更 前 の 額 普 通 徴 収 の場 合 の

納 期 限 

  

特別徴収 普通徴収 特別徴収 普通徴収 

 4月             

 5月             

 6月             

 7月             

 8月             

 9月             

10月             

11月             

12月             

 1月             

 2月             

 3月             

              

              

計           

合 計 額     

減 免 額     

【保険料算定の根拠】                       【所得段階】 

  決 定 変 更 前     
４

月

 

５

月

 

６

月

 

７

月

 

８

月

 

９

月

 

10

月

 

11

月

 

12

月

 

１

月

 

２

月

 

３

月

 前 年 の 合 計 所 得 金 額 円 円 

前年の公的年金等収入額 円 円 決 定                         

本 人 の 課 税 状 況     変更前                         

世 帯 の 課 税 状 況     

〈お問い合わせ先〉 

総社市役所 

老 齢 福 祉 年 金     

そ の 他 の 事 由     

〈不服の申立及び取消訴訟〉 



様式第３４号(第３１条関係) 

 

介 護 保 険 受 給 資 格 証 明 書  

被

保

険

者 

番 号 

  

                        

  

フ リ ガ ナ 
  

氏 名 

  

生 年 月 日 

    

住 所 

(転出先予定) 

  

異 動 予 定 日 

  

  

 上記の者は、介護保険の要介護認定・要支援認定等を次

のとおり受けている(申請中の)者であることを証する。 

              

年  月  日               

総社市長       印   

  
申請年月日 

  

要 介 護 状 態 区 分 
  

認定年月日 
  

認 定 の 有 効 期 間 から         まで有効 

利 用 者 の 負 担 割 合 割（      ）   （住所移転前の負担割合） 

 認定審査会

の意見等 

  

備 考 

  

(裏) 

注意事項 


